
11
月
は
子
ど
も
・
若
者
育
成

支
援
県
民
運
動
強
調
月
間

　
不
登
校
や
ひ
き
こ
も
り
、
ニ
ー
ト
な
ど
社
会

生
活
を
送
る
こ
と
が
困
難
な
子
ど
も
・
若
者
の

問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
子
ど
も
や
若
者
を
孤

立
さ
せ
ず
、関
係
者
一
人
一
人
が
関
心
を
持
ち
、

地
域
全
体
で
支
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　「
育
て
よ
う
　
自
分
に
勝
て
る
子
　
負
け
な

い
子
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
県
内
各
地
で
子
ど

も
・
若
者
育
成
支
援
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る

事
業
を
実
施
し
、
本
市
で
は
、
ユ
ー
ス
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

▼
ふ
る
さ
と
教
育
セ
ン
タ
ー　
☎
36‐６
６
１
４

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」強
化
週
間

　
Ｄ
Ｖ
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど

と
い
っ
た
人
権
問
題
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま

す
。
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

期
間：
11
月
12
日（
金
）～
18
日（
木
）　

相
談
時

間：【
月
～
金
】午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時【
土

･

日
】午
前
10
時
～
午
後
５
時

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

相
談
専
用
電
話　
☎（
０
５
７
０
）０
７
０‐８
１
０

▼
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部　

☎（
０
５
２
）９
５
２‐８
１
１
１

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
火
～
15
日
月

【
令
和
３
年
度
防
火
標
語
】

お
う
ち
時
間
　
家
族
で
点
検
　
火
の
始
末

　
空
気
が
乾
燥
し
、
火
を
使
う
機
会
が
増
え
る

こ
と
か
ら
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
期
を
迎

え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ご
み
の
屋
外
焼
却
や
不

適
切
な
火
の
取
り
扱
い
は
行
わ
な
い
で
く
だ
さ

い
。▪

火
災
予
防
の
４
つ
の
習
慣

◦
寝
た
ば
こ
は
絶
対
し
な
い
、
さ
せ
な
い

◦
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を

置
か
な
い

◦
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
を
使
う
と
き
は
火
の
そ

ば
を
離
れ
な
い

◦
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃
し
、
不
必

要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く

▪
火
災
予
防
の
６
つ
の
対
策

◦
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
ス
ト
ー
ブ

や
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
は
安
全
装
置
の
付
い

た
機
器
を
使
用
す
る 

◦
火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
定
期
的
に
点
検
し
、
10
年
を

目
安
に
交
換
す
る

◦
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
部
屋
を
整

理
整
頓
し
、
寝
具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ

ン
は
、
防
炎
品
を
使
用
す
る

◦
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
消

火
器
な
ど
を
設
置
し
、
使
い
方
を
確
認
し

て
お
く

◦
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
は
、
避

難
経
路
と
避
難
方
法
を
常
に
確
保
し
、
備

え
て
お
く

◦
防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
、
戸
別
訪
問
な

ど
に
よ
り
、
地
域
ぐ
る
み
の
防
火
対
策
を

行
う

▪
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
と
管
理

　

消
防
法
で
、
全
て
の
住
宅
に「
住
宅
用
火
災

警
報
器
」の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ご
自
身
の
命
や
財
産
を
住
宅
火
災
か
ら
守
る
た

め
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
、
日
頃
か

ら
点
検
を
行
い
、
適
正
な
管
理
に
努
め
て
く
だ

さ
い
。

▼
消
防
本
部
予
防
課　
☎
23‐４
０
７
４

月日 会議名 場所
11 月 30 日㊋ 本会議（議案説明、一部採決） 議場
12 月　2 日㊍ 本会議（一般質問） 議場
12 月　3 日㊎ 本会議（一般質問、質疑、委員会付託） 議場
12 月　7 日㊋ 文教厚生委員会、総務産業委員会（※） 第2委員会室
12 月　8 日㊌ 予算決算委員会 第2委員会室

12 月 14 日㊋ 本会議（委員長報告、委員長報告
に対する質疑、討論、採決） 議場

▲田原市議会HP

　本会議の一般質問は、ティーズおよびパソコン、
スマートフォン、タブレットなどでご覧いただけます。
◎議会開催予定表

◎時間はいずれも午前10時から（ただし※は午後1時30分から）
▶田原市議会事務局　☎２３‐３５33

田原市議会第4回定例会 を開催

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和3年11月│    │11

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


